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   障害者優先調達推進法に基づく 

   令和５年度京都市障害者就労施設等からの物品等の調達実績 

 

京都市では、平成２５年４月１日に施行された「国等による障害者就労施設等か

らの物品等の調達の推進等に関する法律（障害者優先調達推進法）」第９条の規定に

基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針（以下「調

達方針」という。）を策定し、障害者就労施設等からの調達を進めてきました。 

この度、令和５年度の本市における障害者就労施設等からの物品等の調達実績を

発表します。 

 

１ 令和５年度調達実績額 

  目標額：     ３６０,２００,０００円 

   実績額：     ３９１,３２７,１０８円 

  

   

 

    

 

 

 

   （参考：別紙「令和５年度 障害者就労施設等からの物品等の調達実績」） 

  

 ２ 今後の取組 

   令和６年度においても、各局・区等における障害者就労施設等からの物品等

の調達見込みを踏まえて策定した調達方針（目標額：３億１,９００万円※）に

基づき、優先調達の一層の推進に努めていきます。 

※ これまで調達対象であった事業所が、重度障害者多数雇用事業所の要件

を満たさなくなり、算定の対象外となったことにより、令和６年度目標額

は、令和５年度目標額を下回っています。 

【主な調達事例】 

 ・資源ごみ選別業務 

・印刷業務  

 ・清掃・施設管理業務 など 

 

京都市は持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を支援しています。 


